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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 
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判示事項 不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留

置権の主張の許否 

裁判要旨 不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、

第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買

契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されな

い。 

 

全 文 

主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人らの負担とする。 

理    由 

上告代理人下山昊、同下山量平の上告理由(１)について。 

上告人ら主張の債権はいずれもその物自体を目的とする債権がその態様を変じたものであ

り、このような債権はその物に関し生じた債権とはいえない旨の原審の認定判断は、原判決挙

示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。    

同(２)について。 

原判決が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が背信的悪意者にあたらず、被

上告人の本件明渡請求が権利の濫用でない旨の原審の判断は是認できる。原判決には所論の

違法はない。論旨は採用できない。 

同(３)について。 

本件家屋は被上告人が訴外株式会社Ｄ商会から買つたもので、被上告人の所有であり、上告

人Ａと被上告人との共有でない旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯で

きる。原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。 

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。 

(裁判長裁判官 岩田誠 裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 松田二郎 裁判官 大隅健

一郎) 

 

 

※参考：判例タイムズ 229 号 144 頁、判例時報 544 号 37 頁、不動産取引の紛争と裁判例〈増

補版〉RETIO846 頁 

 


